
島本町 訪問介 護 相当サ ービス 及 び通所 介護相 当 サービ スの

事業の人 員、設 備 及び運 営に関 する基準 を定め る 規則  

平成２９ 年  ３  月１４日  

規則第８ 号  

（ 趣旨）  

第１ 条  この 規 則は、介 護保険 法施行規 則 （平 成 １１年 厚生省 令

第 ３６号 ） 第１ ４０ 条の ６３ の ６の規定 に基づ き、介護 保険 法

（ 平成９ 年法律 第 １２３ 号） 第 １１５条 の４５ 第１項第 １号 に

規定する 第 １号 事業のう ち、 地 域におけ る医療 及び介護 の総 合

的な確保 を推進 するため の関係 法律の整 備等に 関する法 律（ 平

成２６年 法律第 ８３号） 第５条 の規定に よる改 正前の 介 護保 険

法 第 ８ 条 の ２ 第 ２ 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 訪 問 介 護 に 相 当 す る

サ ー ビ ス （ 以 下 「 訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス 」 と い う 。） 及 び 同 条

第７項に 規定す る 介護予 防通所 介護に相 当する サービス （以 下

「 通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス 」 と い う 。） の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び

運営に関 する基 準を定め るもの とする。  

（ 基準）  

第２ 条  訪問介 護相当サ ービス の基準は 、介護 保険法施 行規則 等

の一部を 改正す る省令 （ 平成 ２ ７年厚生 労働省 令第 ４号 ）附 則

第 ２ 条 第 ３ 号 及 び 第 ４ 条 第 ３ 号 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を

有するも のとさ れた指定 介護予 防サービ ス等の 事業の人 員、 設

備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防 の

ための効 果的な 支援の方 法に関 する基準 （平成 １８年厚 生労 働



省令第３ ５ 号。以 下「 旧指定 介護予 防サービ ス等基 準」という。）

に定める 介護予 防訪問介 護に関 する基準 による ものとす る。  

２  通所 介護相 当サービ スの基 準は、 旧 指定介 護予防サ ービス 等

基 準 に 定 め る 介 護 予 防 通 所 介 護 に 関 す る 基 準 に よ る も の と す

る。  

３  旧指 定介護 予防サー ビス等 基準第３ ７条第 ２項 及び 第１０ ６

条第２項 に規定 する記録 につ い ては、 こ れら の 規定にか かわ ら

ず、当該 サービ ス を提供 した 日 から５年 間保存 しなけれ ばな ら

ない。  

（ その他 ）  

第３ 条  この 規 則に定め るもの のほか、 訪問介 護相当サ ービス 及

び 通所介 護相当 サービス の事業 の人員、 設備 及 び運営に 関す る

基準に関 し必要 な事項は 、 町長 が別に定 める。  

附  則  

この規則 は、平 成 ２９年 ４月 １ 日から施 行する 。  


